
手遅れにならない為の  秘密厳守・相談安心  

  のご案内 
債権、債務、不動産（売買・契約・登記等）、リース取引等の経営上発生する法律

問題。その他、法律問題全般のご相談に専門の弁護士がおこたえします。 

 

弁護士 

 ⇒ 

相 談 
 

 実施要領  

 と き／平成２１年８月２０日（木）１０時～１６時 

 ところ／田川商工会議所 

 相談料／会員無料・一般３０００円（ご相談は１名３０分間です） 

相談ご希望の方は、下欄申込書にて商工会議所窓口まで、電話またはＦＡＸでお申込 

下さい。なお、希望者多数の場合は受付順にて締め切らせていただきます。 

主催 田川商工会議所・中小企業相談所 
田川市大黒町３番１１号 ＴＥＬ４４－３１５０・ＦＡＸ４５－６０７３ 

 

法 律 相 談 申 込 書（会員・一般）           平成２１年  月  日 

事業所名  業 種  

住 所  Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

相談者名   

 
※ご記入頂きました情報は、商工会議所からの各種連絡や情報提供のために利用するほか、相談申込者 
 名簿を作成して、当該相談会の担当弁護士に提出します 

悩み 解決！ 


